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○私立学校法施行細則 

令和２年２月21日規則第１号 

改正 

令和３年３月26日規則第17号 

令和７年３月28日規則第14号 

私立学校法施行細則をここに公布する。 

私立学校法施行細則 

私立学校法施行細則（平成20年沖縄県規則第23号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、私立学校法（昭和24年法律第270号。以下「法」という。）の実施のため、私

立学校法施行令（昭和25年政令第31号。以下「政令」という。）及び私立学校法施行規則（昭和

25年文部省令第12号。以下「省令」という。）に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるも

のとする。 

（寄附行為の認可の申請） 

第２条 法第23条第１項の規定による学校法人の設立を目的とする寄附行為の認可の申請は、学校

法人の設置する私立学校、私立専修学校又は私立各種学校（以下「私立学校等」という。）を設

置しようとする日の前日の１年前までに、学校法人寄附行為認可申請書（第１号様式）を提出し

て行わなければならない。 

２ 知事は、前項の申請があった場合には、沖縄県私立学校審議会に諮問し、答申を受けた上で、

私立学校等を開設しようとする日の前日までに認可の可否を決定し、当該申請者に対しその旨を

通知するものとする。 

（寄附行為の補充の請求） 

第３条 法第25条第１項の規定による寄附行為の補充の請求は、学校法人寄附行為補充請求書（第

２号様式）を提出して行わなければならない。 

（選任の請求） 

第４条 法第34条第２項の規定による一時理事の職務を行うべき者の選任の請求は、一時理事選任

請求書（第３号様式）を提出して行わなければならない。 

２ 法第50条第２項の規定による一時監事の職務を行うべき者の選任の請求は、一時監事選任請求

書（第４号様式）を提出して行わなければならない。 

３ 法第65条第２項の規定による一時評議員の職務を行うべき者の選任の請求は、一時評議員選任
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請求書（第５号様式）を提出して行わなければならない。 

（不正の行為等の報告） 

第５条 法第56条第２項の規定による所轄庁への報告は、不正行為等報告書（第６号様式）を提出

して行わなければならない。 

（評議員会招集の許可の申請） 

第６条 法第72条第１項の規定による評議員会の招集の許可の申請は、評議員会招集許可申請書（第

７号様式）を提出して行わなければならない。 

（寄附行為変更の認可の申請） 

第７条 法第108条第３項の規定による寄附行為の変更の認可の申請は、学校法人寄附行為変更認可

申請書（第８号様式）を提出して行わなければならない。 

２ 法第108条第５項の規定による寄附行為の変更の届出は、学校法人寄附行為変更届（第９号様式）

を提出して行わなければならない。 

３ 省令第44条第６項に規定する所轄庁が定める日は、新たに私立学校等を設置し、又は設置して

いる私立学校等に新たに課程、学科若しくは部を設置しようとする日の前日の３月前の日とする。 

４ 省令第44条第10項に規定する所轄庁が定める日は、私立学校又は課程、学科若しくは部を廃止

し、その職員組織等を基に、他の都道府県知事又は指定都市の長の所轄に属する私立学校又は他

の課程、学科若しくは部を設置しようとする日の前日の３月前の日とする。 

（解散の認可の申請） 

第８条 法第109条第３項の規定による学校法人の解散の認可の申請は、学校法人解散認可申請書

（第10号様式）を提出して行わなければならない。 

（解散の届出） 

第９条 法第109条第５項の規定による学校法人の解散の届出は、学校法人解散届（第11号様式）を

提出して行わなければならない。 

（清算人の選任の申立て） 

第10条 法第112条第２項の規定による清算人の選任の申立ては、清算人選任申立書（第12号様式）

を提出して行わなければならない。 

（清算人の届出） 

第11条 法第115条の規定による清算人の届出は、清算人就職届（第13号様式）を提出して行わなけ

ればならない。 

（清算結了の届出） 
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第12条 法第122条の規定による清算結了の届出は、清算結了届（第14号様式）を提出して行わなけ

ればならない。 

（合併の認可の申請） 

第13条 法第126条第３項の規定による学校法人の合併の認可の申請は、学校法人合併認可申請書

（第15号様式）を提出して行わなければならない。 

（準学校法人への準用） 

第14条 第２条から前条までの規定は、法第152条第６項において準用する法第３章の規定に基づい

てする準学校法人に係る申請、請求及び届出の手続について準用する。 

（組織変更の認可の申請） 

第15条 法第152条第７項の規定による学校法人及び準学校法人がそれぞれ準学校法人及び学校法

人となることの認可の申請は、学校法人組織変更認可申請書（第16号様式）を提出して行わなけ

ればならない。 

２ 省令第57条第６項に規定する所轄庁が定める日は、学校法人が準学校法人になろうとし、又は

準学校法人が学校法人になろうとする日の前日の３月前の日とする。 

（登記の届出） 

第16条 政令第６条第１項の規定による学校法人又は準学校法人が組合等登記令（昭和39年政令第

29号）の規定により登記をしたときの届出は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、それぞれ当

該各号に定めるものを提出して行わなければならない。 

(１) 組合等登記令第６条第１項の規定による設立の登記 設立登記済届（第17号様式） 

(２) 組合等登記令第３条第１項の規定による変更の登記 変更登記済届（第18号様式） 

（役員等変更の届出） 

第17条 政令第６条第２項の規定による理事、監事、評議員、又は会計監査人が就任し、又は退任

したときの届出は、役員等変更届（第19号様式）を提出して行わなければならない。 

附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月26日規則第17号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年３月28日規則第14号） 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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第１号様式（第２条関係） 
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第２号様式（第３条関係） 

 

第３号様式（第４条関係） 

 

第４号様式（第４条関係） 
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第５号様式（第４条関係） 

 

第６号様式（第５条関係） 
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第７号様式（第６条関係） 

 

第８号様式（第７条関係） 

 

第９号様式（第７条関係） 
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第10号様式（第８条関係） 

 

第11号様式（第９条関係） 

 

第12号様式（第10条関係） 
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第13号様式（第11条関係） 

 

第14号様式（第12条関係） 

 

第15号様式（第13条関係） 
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第16号様式（第15条関係） 

 

第17号様式（第16条関係） 

 

第18号様式（第16条関係） 
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第19号様式（第17条関係） 

 


